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同上

大阪市高等学校等奨学金の履行延期の特約についての申請

教育委員会は、奨学金の貸与を受けた者が、履行期限が経過した債務を一時に履行することが困難な場
合、履行期限を延長し分割して支払う旨の特約を行うことがあります。

地方自治法施行令第171条の６
大阪市未収債権管理事務取扱規則第９条
高等学校等奨学金債権管理マニュアル（教育委員会事務局総務部学事課窓口にて設置）

高等学校等奨学金の履行延期の特約が認められるのは、奨学金の貸与を受けた者が次のいずれかに該当す
る場合です。
・借受者が無資力又はこれに近い状態にあるとき
・借受者が債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、現に有する資産の状況により、履行期
限を延長することが徴収上有利であると認められるとき
・災害、盗難その他の事故が生じたことにより、借受者が債務の全部を一時に履行することが困難である
ため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき

教育委員会事務局総務部学事課

90日

なし

教育委員会事務局総務部学事課

随時

持参又は郵送

なし


